
資料１２ 

災害時情報共有システムについて 

要旨 

（基本的事項） 

・災害発生時に、事業所の被災状況を事業所と自治体、国（厚生労働省）の間で情報共

有するためのシステム 

・自治体を通じて国から被災状況の報告を求められた際に、事業所のパソコンやスタッ

フのスマートフォンを使って、事業所の被害状況を的確に、簡単に知らせることが可

能となる。 

 

（重要事項） 

・システム利用の前提として、事業所の情報が、障害福祉サービス等情報公表システム

で公表されていることが必要。平成 30年度から、全ての障害福祉サービス・障害児通

所支援事業所において、事業内容等を公表することが法令で義務づけられている。未

処理の事業所においては早急に対応願う。 

・令和４年 1月 11日に訓練を実施し、運用を開始 

・当面、入所系サービスのみ、本システムで報告を求める 

・システムマニュアル・説明動画等 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/ 

 

・建物への被害や人的被害があった場合には、システムでの報告とは別に、管轄の保健

所あて連絡をいただきたい。通所系サービスについても、システムでの報告は不要だ

が、何らかの被害があれば管轄の保健所あて連絡願う。 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/
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